
川
崎
市
で
は
、
一
九
九
二
（
平

成
四
）
年
に
二
十
一
世
紀
の
第
一

四
半
世
紀
を
見
据
え
た
長
期
構
想

と
し
て
、「
川
崎
市
基
本
構
想
」
を

定
め
、
翌
年
に
は
「
川
崎
新
時
代

二
〇
一
〇
プ
ラ
ン
」
を
策
定
し
ま

し
た
。
こ
の
計
画
は
、
二
十
一
世

紀
に
お
け
る
川
崎
市
の
都
市
像
と
、

そ
こ
に
至
る
道
筋
を
明
ら
か
に
し

た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
は
こ

の
計
画
に
基
づ
き
、
様
々
な
施
策

を
推
進
し
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
バ
ブ
ル
経
済
の
崩
壊

後
、景
気
低
迷
の
長
期
化
に
よ
り
、

川
崎
市
の
財
政
状
況
が
悪
化
し
、

ま
た
、
少
子
高
齢
化
の
急
速
な
進

行
、
さ
ら
に
将
来
的
に
予
測
さ
れ

る
人
口
減
少
過
程
へ
の
移
行
な
ど
、

た
い
へ
ん
大
き
な
社
会
の
転
換
期

を
迎
え
、
今
ま
で
の「
成
長
」を
前

提
と
す
る
社
会
・
経
済
の
し
く
み

を
、「
持
続
」型
の
し
く
み
へ
と
根

本
的
な
見
直
し
が
必
要
に
な
っ
て

い
ま
す
。

現
在
策
定
作
業
を
進
め
て
い
る

新
総
合
計
画
は
、
こ
う
し
た
大
き

な
社
会
経
済
環
境
の

変
化
に
適
切
に
対
応

し
、
市
民
の
み
な
さ

ん
が
活
力
と
う
る
お

い
の
あ
る
生
活
を
安

心
し
て
送
る
こ
と
が

で
き
る
ま
ち
づ
く
り

を
進
め
る
た
め
に
、

将
来
に
向
け
た
新
た

な
市
政
運
営
の
基
本

方
針
と
し
て
策
定
す

る
も
の
で
す
。

ま
た
、
自
治
基
本

条
例
は
、
こ
れ
ま
で

積
み
重
ね
て
き
た
自

治
や
参
加
の
様
々
な

取
組
を
踏
ま
え
な
が

ら
、
改
め
て
地
方
分

権
の
時
代
に
ふ
さ
わ

し
い
市
民
と
自
治
体

の
関
係
、
市
民
自
治

の
基
本
理
念
や
自
治

運
営
の
基
本
原
則
、

こ
れ
ら
を
実
現
す
る

た
め
の
制
度
等
を
明

ら
か
に
し
、
市
民
の

信
託
に
基
づ
く
市
政

運
営
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
目
的

と
し
て
定
め
る
も
の
で
す
。

い
ず
れ
も
、
川
崎
市
が
「
誰
も

が
い
き
い
き
と
心
豊
か
に
暮
ら
せ

る
持
続
可
能
な
市
民
都
市
か
わ
さ

き
」を
め
ざ
し
て
、将
来
に
向
け
て

進
ん
で
い
く
た
め
の
指
針
で
あ
り
、

市
民
の
み
な
さ
ん
が
こ
れ
か
ら
川

崎
市
で
暮
ら
し
て
い
く
上
で
密
接

に
か
か
わ
っ
て
く
る
も
の
で
す
。

特別号

２・３面
・新総合計画基本構想素案
４・５面
・基本構想素案におけるま
ちづくりの基本目標と基
本政策体系

６・７・８面
・自治基本条例素案

新
総
合
計
画
基
本
構
想
素
案
と

自
治
基
本
条
例
素
案
の
策
定
の
趣
旨

新
総
合
計
画
◇
自
治
基
本
条
例
の
策
定
に
向
け
て
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策定までのスケジュール

Ｈ16年９月 10月 11月 12月 Ｈ17年１月 ２月 ３月

各区で開催

定 例 会 定 例 会 定 例 会

川崎市が将来に向けた歩みを進めていく上での重要な指針

・新たな市政運営の基本方針として
策定

・10年程度の基本構想、３カ年の実
行計画と重点戦略プランを策定

・まちづくりの基本目標・基本方向
と基本政策体系を明示

新総合計画
・情報共有、参加、協働に基づく自
治運営の基本原則を規定

・区民会議の創設など区役所の方向
性を規定

・住民投票、パブリックコメントな
ど具体的な制度を規定

自治基本条例

あなたのお住まいの区でタウンミーティングを開催します
新総合計画基本構想素案と自
治基本条例素案について、市
長が説明し、市民のみなさん
の意見をうかがいます。

月 日 曜 日 会 場 開始時間 終了時間

９月25日 土曜日
高津区 すくらむ21

（男女共同参画センター）
14時30分 17時00分

10月４日 月曜日 麻生区 新百合トウェンティワン 18時30分 21時00分

10月６日 水曜日 宮前区 宮前市民館ホール 18時30分 21時00分

10月７日 木曜日 中原区 エポックなかはら（中原会館）
（手話通訳（予約制）あり）

18時30分 21時00分

10月８日 金曜日 幸 区 産業振興会館ホール 18時30分 21時00分

10月12日 火曜日 多摩区 多摩市民館ホール 18時30分 21時00分

10月14日 木曜日 川崎区 労働会館ホール 18時30分 21時00分

タウンミーティング開催予定

将来の川崎について、
みなさんと語り合い
たいと思います。

「
誰
も
が
い
き
い
き
と
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る

持
続
可
能
な
市
民
都
市
か
わ
さ
き
」を
め
ざ
し
て

「
誰
も
が
い
き
い
き
と
心
豊
か
に
暮
ら
せ
る

持
続
可
能
な
市
民
都
市
か
わ
さ
き
」を
め
ざ
し
て

実行計画
重点戦略プラン

新総合計画

自治基本条例

タウンミーティング

市議会

阿部 孝夫
川崎市長

意見の反映

説明

基本構想案の作成

実行計画案・重点戦略プラン案の検討

意見募集・案の作成

提
案

誰誰ももががいいききいいききとと心心豊豊かかにに暮暮ららせせるる

持持続続可可能能なな市市民民都都市市かかわわささきき

意見の反映

公表

全会場で無料保育サービスの用意があります。



人
口
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
四

（
平
成
十
六
）年
に
百
三
十
万
人
を

超
え
た
川
崎
市
の
人
口
は
、
そ
の

後
、
二
〇
一
〇（
平
成
二
十
二
）年

に
は
百
三
十
七
万
八
千
人
、
二
〇

一
五
（
平
成
二
十
七
）
年
に
は
百

三
十
八
万
九
千
人
と
増
加
を
続
け

る
こ
と
が
見
込
ま
れ
ま
す
。
し
か

し
、そ
の
後
は
二
〇
二
〇（
平
成
三

十
二
）年
に
は
百
三
十
八
万
二
千
人
、

二
〇
三
〇（
平
成
四
十
二
）年
に
は

百
三
十
四
万
三
千
人
と
、
長
期
的

な
人
口
減
少
傾
向
に
転
換
す
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

産
業
・
経
済
に
つ
い
て
は
、
バ

ブ
ル
経
済
崩
壊
以
降
の
景
気
低
迷

の
影
響
を
受
け
て
、
長
期
的
な
縮

小
過
程
に
あ
り
、
市
内
総
生
産
は

一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
を
ピ
ー

ク
に
減
少
傾
向
を
続
け
て
い
ま
す
。

産
業
分
野
別
構
成
で
は
、

か
つ
て
は
第
二
次
産
業
、

と
り
わ
け
製
造
業
が
大
き

な
割
合
を
占
め
て
い
た
も

の
の
、
サ
ー
ビ
ス
経
済
化

の
進
行
な
ど
に
よ
っ
て
産

業
構
造
が
大
き
く
変
化
を

し
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
産
業
構
造
の

変
化
や
、
サ
ー
ビ
ス
経
済

化
の
傾
向
は
今
後
と
も
続

く
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

バ
ブ
ル
経
済
が
崩
壊
し
、

そ
れ
以
降
景
気
低
迷
が
続

く
中
、
川
崎
市
の
財
政
状

況
は
厳
し
さ
を
増
し
て
い

ま
す
。

歳
入
面
で
の
長
期
に
わ
た
る
税

収
の
伸
び
悩
み
に
加
え
て
、
歳
出

面
で
は
、
高
齢
化
の
進
行
や
景
気

低
迷
の
影
響
を
受
け
て
、
生
活
保

護
費
等
の
扶
助
費
が
増
大
を
続
け

て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
景
気
低
迷

の
状
態
を
打
開
す
る
た
め
に
実
施

し
て
き
た
景
気
対
策
が
十
分
に
は

そ
の
効
果
を
発
揮
せ
ず
、
そ
の
結

果
、
市
債
残
高
を
増
大
さ
せ
、
一

層
の
財
政
の
逼
迫
ひ
っ
ぱ
く

を
招
く
要
因
と

な
っ
て
い
ま
す
。

こ
う
し
た
厳
し
い
財
政
状
況
の

原
因
は
、
景
気
変
動
に
伴
う
単
な

る
一
時
的
な
税
収
減
に
よ
る
も
の

で
は
な
く
、
構
造
的
な
経
済
問
題

と
と
も
に
、
長
年
継
続
し
て
き
た

行
政
運
営
の
し
く
み
の
制
度
疲
労

や
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
と
い
う

根
本
的
な
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

市
民
の
生
活
行
動
は
、
川
崎
市

を
横
断
す
る
首
都
圏
の
放
射
状
の

鉄
道
沿
線
に
沿
っ
て
市
域
を
越
え

て
展
開
し
て
い
る
と
と
も
に
、
ま

た
地
域
に
お
け
る
多
様
な
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
活
動
も
進
展
し
て
い
ま
す
。

今
後
の
都
市
構
造
を
考
え
る
上
で

は
、
地
域
に
密
着
し
た
身
近
な
ま

ち
づ
く
り
を
意
識
し
な
が
ら
、
首

都
圏
に
お
け
る
位
置
付
け
や
役
割

を
的
確
に
踏
ま
え
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
す
。

広
域
的
に
展
開
す
る
市
民
の
行

動
圏
は
、
交
通
網
の
整
備
状
況
や

地
域
の
特
性
な
ど
か
ら
、
概
ね
臨

海
部
・
川
崎
周
辺
・
中
部
・
北
部

の
4
つ
の
広
域
行
動
圏
に
大
別
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ

の
エ
リ
ア
内
に
お
け
る
都
市
拠
点

の
整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
市
外
の

隣
接
都
市
拠
点
と
の
役
割
や
機
能

の
適
切
な
分
担
、
補
完
を
図
り
つ

つ
、
個
性
と
魅
力
あ
る
拠
点
整
備

を
進
め
、「
広
域
調
和
型
」
の
ま
ち

づ
く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
地
域
に
お
け
る
身
近

な
活
動
範
囲
と
し
て
は
、
町
内
会

や
自
治
会
、
市
民
団
体
な
ど
の
一

定
の
活
動
範
囲
で
あ
る
地
区
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
ゾ
ー
ン
と
、
そ
の
連
携
に

よ
っ
て
で
き
あ
が
る
、
タ
ー
ミ
ナ

ル
駅
な
ど
を
中
心
と
す
る
地
域
生

活
ゾ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
、
地
域
生

活
ゾ
ー
ン
に
お
け
る
タ
ー
ミ
ナ
ル

駅
周
辺
地
区
な
ど
で
の
生
活
拠
点

の
育
成
や
、
地
域
生
活
ゾ
ー
ン
間

の
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化
な

ど
を
図
る
「
地
域
連
携
型
」
の
ま

ち
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
ま
す
。

今
後
は
、
広
域
的
視
点
を
踏
ま

え
た
各
拠
点
の
魅
力
の
創
出
を
め

ざ
す
広
域
調
和
型
の
ま
ち
づ
く
り

と
、
市
内
各
地
域
の
自
立
と
連
携

を
め
ざ
す
地
域
連
携
型
の
ま
ち
づ

く
り
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
進
め
、「
広

域
調
和
・
地
域
連
携
型
都
市
構
造
」

の
構
築
を
め
ざ
し
ま
す
。

２
かわさき市政だより 2004年（平成 16年）9月 16日

縦15Ｑ字 送15歯 13字 21歯（ナウＧＭ）７段 47行

市政だよりは、市のホームページで全国に配信しています

七
月
二
十
八
日
、
川
崎
市
は
新
総
合
計
画
基
本
構
想
素
案
を
発

表
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
川
崎
市
が
進
め
る
ま
ち
づ
く

り
の
基
本
方
針
と
し
て
、
市
政
運
営
や
政
策
の
基
本
方
向
を
掲
げ

る
十
年
程
度
の
構
想
素
案
で
す
。
今
後
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意

見
な
ど
を
い
た
だ
き
な
が
ら
基
本
構
想
案
を
と
り
ま
と
め
て
い
き

ま
す
。

川崎市の年齢３区分別人口の推移(千人）

生産年齢人口(15～64歳)

年少人口(0～14歳)

老年人口(65歳以上)

※グラフ中の％表示は、全人口に占める各年齢区分の割合 （川崎市将来人口推計） (年）
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2003

「三位一体の改革」の姿は不透明な状況にありますが、一
定の前提条件の基に今後５年間の収支を見込みました。

これまで取り組んできた行財政改革の成果が確実に反映
されているものの、なお、５年間で約3,000億円の収支不足
が見込まれることから、今後も「改革プラン」にのっとり、
行財政改革を着実に進めるとともに、「従来手法の財源対策」
及び「減債基金からの借入れ」による対応を図る必要があ
ります。したがって、新総合計画の実行計画を策定するに
あたっては、こうした財政状況を十分に踏まえた選択が重
要です。

Ｈ16予算 Ｈ17見込 Ｈ18見込 Ｈ19見込 Ｈ20見込 Ｈ21見込

歳 入 合 計 5,210 5,059 5,280 5,172 5,218 5,514

2,517 2,540 2,565 2,619 2,674 2,730

歳 出 合 計 5,210 5,616 5,934 5,797 5,800 6,084

2,549 2,735 3,026 2,981 2,990 3,271

収 支 差 0 △557 △654 △625 △582 △570

うち市税

うち義務的経費

今後５年間の財政収支見通し

（単位 億円）

構
想
策
定
の
前
提
と
し
て

�

変
化
す
る
社
会
状
況

�

厳
し
い

財
政
状
況

�

都
市
構
造
の
考
え
方

都市構造の
イメージ図

新
総
合
計
画
基
本
構
想
素
案
に
つ
い
て

新
総
合
計
画
基
本
構
想
素
案
に
つ
い
て

隣接都市拠点

隣接都市拠点
隣接都市拠点

隣接都市拠点

拠点地区
　地域生活ゾーン
　のターミナル駅
　などを中心とし
　た拠点

隣接都市拠点

隣接都市拠点

隣接都市拠点

北部エリア
土地利用：都市型居住ゾーン

中部エリア
土地利用：都市型居住ゾーン

川崎周辺エリア
土地利用：拠点形成ゾーン

臨海部エリア
土地利用：臨海・臨空ゾーン

登戸・向ヶ丘遊園駅
周辺地区

新川崎・鹿島田駅
周辺地区

川崎殿町・大師
河原地域

浜川崎駅周辺
地域

新百合ケ丘駅周辺地区

溝口駅周辺地区

小杉駅周辺地区

川崎駅周辺地区

登戸・向ヶ丘遊園駅
周辺地区

宮前平・鷺沼駅
周辺地区
宮前平・鷺沼駅
周辺地区

新川崎・鹿島田駅
周辺地区

川崎殿町・大師
河原地域

浜川崎駅周辺
地域

新百合ケ丘駅周辺地区

溝口駅周辺地区

小杉駅周辺地区

川崎駅周辺地区

概念図

連携
　地域生活ゾーン、拠点
　地区間の連携

広域行動圏（ゾーニングエリア）
　市域を超えて展開している生活行動圏に
　属するエリア

地域生活ゾーン
　地区コミュニティゾーンの集まりで概ね
　区レベルのエリア

地区コミュニティゾーン
　町内会、自治会、市民団体などの地域活
　動のエリア
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新
総
合
計
画
は
、
今
後
の
急
速

な
社
会
経
済
環
境
の
変
化
の
中
に

お
い
て
も
、
そ
の
変
化
に
適
切
に

対
応
し
な
が
ら
、
計
画
に
実
行
性

を
持
た
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
新
総
合
計
画
で
は
、

計
画
期
間
を
短
期
に
設
定
し
て
い

ま
す
。

基
本
構
想
は
、
こ
れ
か
ら
川
崎

市
が
進
め
る
ま
ち
づ
く
り
の
基
本

方
針
と
し
て
、
市
政
運
営
や
政
策

の
基
本
方
向
を
掲
げ
る
具
体
性
を

持
っ
た
十
年
程
度
の
計
画
と
し
、

実
行
計
画
は
、
基
本
構
想
に
基
づ

く
施
策
の
具
体
的
な
取
組
内
容
及

び
成
果
目
標
を
明
示
し
た
三
カ
年

の
計
画
と
し
ま
す
。

地
方
分
権
の
大
き
な
流
れ
の
中

で
、
分
権
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
新

た
な
自
治
の
し
く
み
づ
く
り
と
市

民
と
行
政
に
よ
る
協
働
の
ま
ち
づ

く
り
を
推
進
し
、
市
民
本
位
の
行

政
運
営
の
確
立
を
図
り
ま
す
。

構
想
に
掲
げ
る
政
策
の
実
施
を

通
じ
て
新
た
な
川
崎
の
姿
を
つ
く

り
あ
げ
て
い
く
た
め
に
、
新
た
な

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
行
政
の
姿
や

役
割
を
整
理
し
、
効
率
的
で
効
果

的
な
行
財
政
シ
ス
テ
ム
を
め
ざ
し

た
改
革
を
推
進
し
ま
す
。

さ
ま
ざ
ま
な
環
境
変
化
や
諸
課

題
に
適
切
に
対
応
し
な
が
ら
、
安

定
的
な
市
民
福
祉
と
持
続
可
能
な

行
政
運
営
を
確
保
し
て
い
く
た
め

に
、
自
助
・
共
助
・
公
助
の
バ
ラ

ン
ス
を
重
視
し
た
地
域
経
営
の
確

立
を
図
り
ま
す
。

ア 新たな時代にふさわしい価値観の創造と
先駆的な取組を進める
少子高齢化の進行や人口減少過程への移行、
経済の低成長など、社会経済環境が変化する
中、「成長」を前提とするこれまでの考え方か
ら脱却して、新たな時代にふさわしい価値観
や行動規範を創造し、これを認め合うことが
重要になります。
少子高齢社会にあっても高齢者が地域の主
役として活躍できるしくみづくりに取り組む
ことや、地球環境に貢献する新たな環境技術
を開発し、これを産業モデルとして普及させ
ることなど、めざすべき持続型社会にふさわ
しい価値観に基づく取組を推進していくこと
が求められています。
川崎には、活発な市民活動や地域活動、我
が国有数の企業の集積など、さまざまな特徴
や長所があります。こうした特徴や長所を存
分に発揮しながら、川崎から、主体的で先駆
的な取組を積み重ねることによって、社会の
持続可能性を確保する原動力の役割を果たし
ます。

イ 首都圏の好位置にある川崎としての個性
を活かす
川崎は、首都圏の中心部に位置し、しかも、
東京と横浜という巨大消費地に隣接している
という極めて有利な地理的条件を備えていま
す。こうした交通の利便性や潜在的な集客力
などを含む優位性を十分に活かして、首都圏
における位置付けや果たしている役割をしっ
かりと認識し、近隣自治体も含めた広域的・
総合的な視点から施策を展開することによっ
て、自立性を保ちつつ広域的に調和のとれた
まちづくりを進めます。

ウ 相互信頼に基づき自立と自己決定を尊重
する
少子高齢化の急速な進行や人口減少過程へ
の移行など、社会構造が従来とは大きく変化
する一方で、地域のさまざまな課題解決に向
けて市民活動が活発化するなど、まちづくり
において行政が主体となって担ってきた領域
に変化が生まれてきています。このような中
で、市民、地域、企業と行政との相互信頼に
基づいて、しっかりとしたパートナーシップ
を確立し、市民や地域の自立に向けた活動を促
進し、自己決定を尊重する取組を進めます。

エ 市民が実感できる効果的な政策を経営的
視点に立って創造する
今後も厳しい財政状況が続くことが予想さ
れる中、限られた財源によって、行政が取り
組む施策の厳選が求められています。こうし
たことから、行政が執行する施策の効果を市
民が実感できるかどうかということが重要な
ポイントとなります。そのために、施策展開
の着眼点を画一性重視から多様性重視へと転
換しながら、身近な日常生活圏における課題解
決に向けてきめ細やかな取組を進めます。
さらに、こうした施策を進めるにあたって
は、地域における既存のさまざまな資源や財
産を有効に活用したり、行政サービスの顧客
として市民は何を望んでいるのか、解決すべ
き課題に対して施策が有効に機能しているか
など、顧客志向を重視していきます。また、
施策の効果を最大限に発揮するために必要な、
多種多様な事業主体や事業手法の適切な選択
も心がけていきます。
このような経営的視点に立った施策展開に
より、市民が実感できる効果的な政策を実現
していきます。

10
年
程
度
の
計
画
と
し
て

構
想
の
実
現
に
向
け
て

�
新
た
な
時
代
に
ふ
さ
わ
し

い
行
財
政
シ
ス
テ
ム
の
構
築

�
分
権
の
推
進
と
市
民

自
治
の
拡
充

�
地
域
経
営
の
確
立

みなさんのご意見を募集しています

まちづくりの基本目標を達成するために政策に反映すべき4つの基本的視点

新たな時代に向けたまちづくりの基本目標を次のとおり掲げます。

「誰もがいきいきと心豊かに暮らせる
持続可能な市民都市かわさき」をめざして

これは、民主主義のもとでの人権の尊重と平和への貢献
を、構想を貫く根本的な理念とした上で、市民本位の自治
のまちづくりを進めることを基本方針としながら、人々の
地球市民としての責任ある諸活動のもと、川崎というまち
が都市としての自立と持続可能性を確かなものにするとと
もに、自助・共助・公助のバランスのとれた地域社会の中
で、川崎市民の誰もが生きがいと幸せを感じられるような
取組を推進する、という考えを示したものです。

まちづくりの３つの基本方向

（１） 協働と協調をもとに、いきいきとすこやかに暮らせ
るまちをつくる

市民・地域・企業・行政のパートナーシップに基づく協
働の取組を進めるとともに、市域内にとどまらず、広域的
視点を大切に、近隣自治体等との協調や機能分担・補完を
適切に行いながらまちづくりを進め、その成果を分ち合い、
市民がいきいきとすこやかに暮らせるまちづくりを進めま
す。

（２） 川崎の特徴や長所を活かし、持続型社会の実現に貢
献する

川崎には、我が国有数の産業集積や豊かな人材、首都圏
に位置する地理的条件など、数多くの特徴や長所がありま
す。こうした川崎の「財産」をしっかりと認識するととも
に、それぞれの主体が率先してその力を発揮し、我が国や
世界がめざす、将来にわたる生活の基盤となる、環境の保
全と経済や社会の発展とが両立できるような持続型社会の
実現に貢献することによって、国際的に存在感のあるまち
づくりを進め、また、市民の自立的な活動が持続的・安定
的に行われることをめざします。

（３） 自治と分権を進め、愛着と誇りを共有できるまちを
つくる

地域が主体となって地域の課題解決や身近なまちづくり
を、わかりやすいしくみで進め、地域の力によって地域の
魅力や個性を引き出すとともに、川崎を代表する魅力を大
きく育てることによって、市民が愛着と誇りを共有できる
まちづくりを進めます。

まちづくりの基本目標

新総合計画基本構想素案に対する市民のみなさ
んのご意見を募集しています。次のいずれかの方
法でお寄せください。

◎募集期間�平成16年10月20日までに必着
◎手紙で�〒210-8577（住所は不要）

総合企画局 企画調整課
◎ファクスで�200－3398
◎電子メールで� soukei＠city. kawasaki. jp
※いずれも書式自由

なお、市ホームページで、これまでの検討経過
などがご覧になれます。
また、新総合計画基本構想素案の冊子を区役所・

支所でご覧になれます。
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政策の基本方向１ 「環境に配慮し循環型のしくみをつくる」
持続可能な社会の形成に向けて、市民・事業者・行政が共に地球環
境に配慮した責任ある行動の主体として、地域レベルから地球温暖化
防止等に取り組むほか、廃棄物の発生・排出抑制やリサイクルの推進
など、循環型のしくみづくりを進めます。
施策の展開としては、
①地球温暖化防止の取組 ②ごみをつくらない社会の構築とリサイク
ルの推進 ③環境配慮型社会の形成に向けた取組
を行っていきます。

政策の基本方向２ 「生活環境を守る」
市民の快適な生活環境の創造に向けて、市民生活に密接に関係する
大気や水、自動車排出ガスなどの環境対策を着実に行うとともに、ダ
イオキシン類などの化学物質等についても対策を推進します。さらに、
資源にならないごみについては、環境への影響をできる限り抑制する
観点から適正な処理を進めます。
施策の展開としては、
①地域環境対策の推進 ②廃棄物対策の推進
を行っていきます。

政策の基本方向３ 「緑豊かな環境をつくりだす」
良好な自然環境を次世代に継承していくため、多摩丘陵などの貴重
な緑の保全と育成に取り組みます。また、憩いとうるおいの場をつく
りだすため、公園緑地の整備や、市民・事業者・行政の協働による身
近な緑の創出・育成を推進するとともに、貴重な環境資源である都市
農地の保全に向けた取組
を進めます。
施策の展開としては、
①多摩丘陵の緑の保全と
育成 ②魅力ある公園緑
地の整備 ③市民・事業
者・行政の協働による緑
の創出と育成 ④都市農
地の多面的な機能の活用
を行っていきます。

政策の基本方向１ 「暮らしの安全を守る」
市民の生命や生活の安全を守るため、地域で発生す

る犯罪、交通事故、消費生活被害の防止や救急体制の
充実に向けた取組を進めるとともに、食品などの生活
衛生環境の確保を図ります。
施策の展開としては、

①身近な安全の確保 ②救急体制の強化
③良好な生活衛生環境の確保
を行っていきます。

政策の基本方向２ 「災害や危機に備える」
かけがえのない市民の生命・財産を守るため、危機

管理体制の整備を図るとともに、自然災害や都市型災
害への対策の推進、消防力の強化などに取り組みます。
施策の展開としては、

①危機事象への的確な対応 ②防災対策の推進
③消防力の強化 ④治水・雨水対策の推進
を行っていきます。

政策の基本方向３ 「身近な住環境を整える」
市民が暮らしやすいうるおいある住環境の整備に向

けて、景観施策の推進や狭あい道路対策などにより良
好な市街地の形成を促進するとともに、良質な住宅ス
トックの形成や、市民主体のまちづくりへの支援など
に取り組みます。
施策の展開としては、

①良好な都市景観形成の推進
②暮らしやすい住宅・住環境の整備

③市民の提案や自主性が活きるまちづくりの推進
を行っていきます。

政策の基本方向４ 「快適な地域交通環境をつくる」
身近な地域で安全・快適に生活できるように、駅周
辺などにおけるバリアフリー化の推進や、バス交通の
利便性向上、生活道路の安全対策、さらには自転車の
利用環境整備など、地域の交通環境の改善を推進します。
施策の展開としては、
①身近な地域交通環境の整備 ②地域の生活基盤とな
る道路整備 ③バス輸送サービスの充実 ④総合的自
転車対策の推進
を行っていきます。

政策の基本方向５ 「安定した供給・循環機能を提供
する」

市民生活に必要なライフラインとして、水源水質の
保全などにより、安全な飲み水を確実に提供するとと
もに、下水の処理・浄化を推進し、快適な都市環境の
確保を図ります。
施策の展開としては、
①良質な水の安定供給
②良好な下水道環境の形成
を行っていきます。

政策の基本方向１ 「川崎の魅力を育て発信する」
市民が愛着と誇りを持てるまちづくりをめざし、音楽やスポーツな

ど川崎を代表する魅力を大きく育てるとともに、歴史・文化に育まれ
た産業施設や観光資源などに光をあて発信することにより、まちの賑
わいを創出し、都市イメージの向上を図ります。
施策の展開としては、

①新たな観光の振興 ②音楽のまち・かわさきの推進
③ホームタウンスポーツの振興 ④地域資源を活かした魅力づくり
⑤都市イメージの向上
を行っていきます。

政策の基本方向２ 「文化・芸術を振興し地域間交流を進める」
豊かでうるおいのある市民生活と個性ある地域づくりをめざし、多

様な文化・芸術資源を活かしながら、市民による文化・芸術活動を振
興するとともに、姉妹・友好都市等との国際交流や地域間交流を推進
します。
施策の展開としては、

①市民の文化・芸術活動の振興 ②個性ある多様な文化の振興
③国際交流の推進 ④地域間交流の推進
を行っていきます。

政策の基本方向３ 「多摩川などの水辺空間を活かす」
多くの市民が楽しみ憩

える環境の創出をめざし、
多摩川や二ヶ領用水など
の貴重な資源を有効に活
用し、市民活動団体やＮ
ＰＯ、国などとの協働・
協調の取組により、魅力
ある水辺空間づくりを推
進します。
施策の展開としては、

①多摩川の魅力を育てる
総合的な取組
②水とのふれあいの場づ
くり
を行っていきます。

政策の基本方向１ 「自治と協働のしくみをつくる」
本格的な少子高齢社会の到来などに伴う、市民の価値観の変化と市
民ニーズの多様化に的確に対応し、個性豊かで活力に満ちた地域社会
を形成するため、分権時代にふさわしい新たな自治のしくみづくりと
市民と行政による協働のまちづくりを推進します。
施策の展開としては、
①分権時代の新たな自治のしくみづくり
②協働のまちづくりの推進
を行っていきます。

政策の基本方向２ 「市民と協働して地域課題を解決する」
市民参画による地域主体のまちづくりを進めるため、地域の課題を
発見し、解決できる区役所づくりを推進します。また、便利で快適な
サービスが効率的・効果的に提供できるよう区役所の整備を進めます。
施策の展開としては、
①区における地域課題への的確な対応 ②区における市民活動支援施
策の推進 ③便利で快適な区役所サービスの効率的・効果的な提供
④市民参加による区行政の推進
を行っていきます。

政策の基本方向３ 「市民満足度の高い行政サービスを提供する」
情報化による効果的な行政サービスの提供や情報共有のしくみづく
りを進めるとともに、さまざまな問合せや相談に迅速で適切な対応を
図るための総合的な体制を整備し、市民満足度の高い行政サービスを
提供します。
施策の展開としては、
①市民本位の情報環境の整備
②迅速で的確な総合相談サービス
の提供
を行っていきます。

政策の基本方向１ 「川崎を支える産業を振興する」
活力ある地域社会と豊かな市民生活の実現に向けて、産

業集積の形成、産業立地の誘導、ものづくり機能の高度化
などを通じて確かな川崎の産業基盤を築くとともに、地域
に根ざした中小企業の育成・支援、魅力ある地域商業や都
市農業の振興などを図ります。
施策の展開としては、

①産業の競争力強化と活力ある産業集積の形成
②ものづくり産業の高度化・複合化
③まちづくりと連動した商業の振興
④中小企業の経営環境の整備 ⑤都市農業の振興
を行っていきます。

政策の基本方向２ 「新たな産業を創り育てる」
地域経済に新たな活力を吹き込む産業の創出をめざして、
新分野に挑戦する起業、創業の支援や暮らしに貢献する福
祉産業、環境関連産業などの振興を図るとともに、科学技
術を活かした新たな産業の創出・育成に向けた基盤整備を
推進します。
施策の展開としては、

①新事業創出のしくみづくり ②市民生活を支援する新た
な産業の育成 ③新エネルギー産業の育成 ④科学技術を
活かした研究開発基盤の強化
を行っていきます。

政策の基本方向３ 「就業を支援し勤労者福祉を推進する」
意欲ある人が自らの能力や個性を活かして働くことがで

きるよう、人材育成や多様な就業機会の確保に向けた支援
を促進するとともに、勤労者福祉の推進や技術・技能の奨
励・継承のための施策に取り組みます。
施策の展開としては、

①人材を活かすしくみづくり ②勤労者施策の推進
を行っていきます。

政策の基本方向４ 「川崎臨海部の機能を高める」
臨海部の産業再生・都市再生・環境再生をめざす国際環

境特別区構想の実現に向けて、首都圏における優位性を活

かした国際競争力の強化を図るとともに、環境技術を活用
した国際貢献や先端的な研究開発拠点の形成促進、さらに
は、川崎港の機能強化とあわせた陸・海・空の物流拠点の
形成などを推進します。
施策の展開としては、
①臨海部の産業再生 ②臨海部の都市再生
③羽田空港再拡張・国際化に対応した基盤づくり
④広域連携による港湾物流拠点の形成
⑤市民に開かれた安全で快適な臨海部の環境再生
を行っていきます。

政策の基本方向５ 「都市の拠点機能を整備する」
活力にあふれた都市づくりをめざし、市民の行動圏の広
域化を踏まえ、隣接都市拠点との機能分担を考慮した魅力
ある広域調和型の拠点整備を推進するとともに、市内主要
ターミナル駅周辺を中心とした利便性の高い生活拠点の形
成と連携による地域連携型のまちづくりを進めます。
施策の展開としては、
①民間活力を活かした魅力ある広域拠点の形成
②個性ある利便性の高い地域生活拠点の整備
を行っていきます。

政策の基本方向６ 「基幹的な交通体系を構築する」
都市機能の向上を図るため、首都圏における川崎の位置
や役割を踏まえ、基幹的な広域交通幹線網の整備を進める
とともに、市内交通の円滑化と市民の利便性向上を図る市
域の交通幹線網の整備を推進します。
施策の展開としては、
①広域的な交通幹線網の整備
②市域の交通幹線網の整備
を行っていきます。

政策の基本方向１ 「超高齢社会を見据えた安心のし
くみを育てる」

高齢者をはじめとするすべての市民が、地域でいつ
までも自立した生活を送ることができるよう、保健・
医療・福祉の分野で活動するさまざまな主体が相互に
信頼し、連携するしくみづくりを進め、安心な市民生
活を支える地域での助け合いを促進します。
施策の展開としては、
①地域で共に支え合う福祉の推進
②健康で生きがいを持てる地域づくり
③介護予防の促進 ④介護サービスの充実
を行っていきます。

政策の基本方向２ 「障害のある人が地域で共に暮ら
せる社会をつくる」

障害者が、地域の中で共に暮らすことのできる社会
の実現をめざし、市民、ボランティア、福祉産業、行
政などの連携による支え合いのしくみを構築し、自立
と社会参加を促進するとともに、就労に向けた機会の
確保を図ります。
施策の展開としては、
①障害への理解と支え合いの促進
②障害者の地域生活支援の充実
③障害者の自立と社会参加の促進
を行っていきます。

政策の基本方向３ 「安心な暮らしを保障する」
失業や病気などにより、生活の維持が困難になった

人に対し、生活保護などの社会保障制度をはじめとし
たセーフティネットをしっかりと維持し、市民の安心
な暮らしを保障します。
施策の展開としては、

①自立生活に向けた取組の推進
②確かな安心を支える給付制度の運営
を行っていきます。

政策の基本方向４ 「すこやかで健全に暮らす」
日々の健康増進を通じて、健康で活力のある暮らし

を維持することができるよう、市民自らが生涯にわた
り積極的に健康づくりに取り組み、生活の質の向上が
図れるような環境を整備します。
施策の展開としては、

①市民の健康づくりの推進
②地域での健康づくりのネットワーク化の推進
を行っていきます。

政策の基本方向５ 「地域での確かな医療を供給する」
地域における医療機関相互の機能分担と連携により

良質かつ適切な医療を効果的に提供できる体制整備を
進め、すべての市民のすこやかで自立した生活を支え
ます。
施策の展開としては、

①医療供給体制の確保
②信頼される市立病
院の運営
を行っていきます。

政策の基本方向１ 「子育てを地域社会全体で支える」
子育ての不安を解消し、安心して子どもを産み、育

てることができる社会をめざし、総合的な子育て支援
体制を確立し、多様な子育てサービスを選択、利用す
ることのできる環境づくりを進めます。また、地域に
おいて子どもたちがさまざまな体験をする機会を提供
することにより、個々の子どもがもつ特性に応じて、
のびのび育つことのできる健全な環境をつくります。
施策の展開としては、

①安心して子育てできる環境づくり
②子どもが健やかに育つ環境づくり
③子どもの育成を支援する体制づくり
を行っていきます。

政策の基本方向２ 「子どもが生きる力を身につける」
子どもが生きる力を身につけるために、家庭・学校・

地域の多様な人々とのつながりのなかで、子どもたち
の人権を尊重しながら、確かな学力の定着、豊かな人
間性の育成、たくましく生きるための健康・体力の向
上をめざす教育を進めます。
施策の展開としては、

①子どもの健やかな成
長の保障と学校の教育
力向上
②教育環境の整備
③地域に根ざした特色
ある学校づくり
を行っていきます。

政策の基本方向３ 「生涯を通じて学び成長する」
市民の学習や活動がより豊かに行われ、学習の成果
が地域社会へ還元されるとともに、相互に学びあえる
環境づくりに向け、市民の主体的で多様な学習活動を
支援します。
施策の展開としては、
①いきいきと学び、活動するための環境づくり
②地域のスポーツ・レクリエーション活動の支援
を行っていきます。

政策の基本方向４ 「地域人材の多様な能力を活かす」
生涯にわたる生きがいの創出や地域社会の活性化を
図るために、シニアや若者などさまざまな世代の市民
が持つ多様な能力を発揮することができる場を広げる
とともに、大学などを地域で活かすしくみづくりの推
進や、若者の社会参加への支援を行います。
施策の展開としては、
①シニア世代の豊かな経験を活かすしくみづくり
②大学などを地域で活かすしくみづくりと若者の社会
参加への支援
を行っていきます。

政策の基本方向５ 「人権を尊重し共に生きる社会を
つくる」

すべての市民が人間としての尊厳や人権が尊重され、
それぞれの違いを認め合い、共に生きることのできる地
域社会の実現と平和への貢献に向けた取組を進めます。
施策の展開としては、
①人権・共生施策の推進
②男女共同参画社会の形成へ向けた施策の推進
③平和施策の推進
を行っていきます。

７つの基本政策

「安全で快適に暮らす
まちづくり」

「幸せな暮らしを共に
支えるまちづくり」

「人を育て心を育む
まちづくり」

「参加と協働による
市民自治のまちづくり」
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「個性と魅力が輝く
まちづくり」6

多摩川

「環境を守り
自然と調和したまちづくり」4

生田緑地

「活力にあふれ
躍動するまちづくり」5

臨海部

基本構想素案におけるまちづくりの基本目標と基本政策体系

�

協働と協調をもとに、いきいきと
すこやかに暮らせるまちをつくる

川崎の特徴や長所を活かし、
持続型社会の実現に貢献する

自治と分権を進め、
愛着と誇りを共有できるまちをつくる

まちづくりの基本目標 「誰もがいきいきと心豊かに暮らせる持続可能な市民都市かわさき」
まちづくりの基本方向 � �
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